
国立大学法人一橋大学学長選考実施細則 

平成19年12月18日 

規則第147号 

改正 平成26年３月19日 平成27年４月１日 

令和３年１月22日 令和４年４月１日 

（趣旨） 

第１条 この細則は、国立大学法人一橋大学学長選考規則（平成19年規則第146号。以下「規則」と

いう。）に基づき、学長選考の実施に関し必要な事項を定める。 

（公示） 

第２条 学長選考・監察会議は、次の左欄に掲げる段階ごとに、それぞれ当該右欄に定める事項を公

示する。 

左欄 右欄 

規則第３条第１項に掲げる場合に該当す

るに至ったとき 

第１次学長候補者の推薦手続 

規則第４条第１項に該当するに至ったと

き 

第１次学長候補者のリスト 

規則第５条第３項に該当するに至ったと

き 

第２次学長候補者の氏名 

候補者の経歴及び研究業績等 

候補者として選考した経緯と理由 

公開質疑及び意向投票の期日 

規則第７条第３項に該当するに至ったと

き 

学長予定者の氏名、選考した理由、選考

経緯 

２ 前項の公示において、候補者の氏名は五十音順とする。 

３ 第１項の公示は、大学掲示板に行うものとし、必要に応じて、本学の教職員を対象としたウェブ

サイトにも公表する。

（第１次学長候補者の推薦）

第３条 規則第４条第１項第１号の規定に基づき第１次学長候補者を推薦する者は、次に掲げる書類

のうち第１号、第３号及び第４号を、同条第２号の規定に基づき推薦する者は、次に掲げる書類全

てを所定の期日までに学長選考・監察会議に提出する。 

一 推薦書（別記様式第１号） 

二 推薦人名簿（別記様式第２号） 

三 同意書（別記様式第３号） 

四 履歴書（別記様式第４号） 

２ 推薦人は、複数の学長候補者の推薦人になることができない。 

３ 規則第４条第１項第２号の規定に基づく推薦人は、学長選考・監察会議からの問い合わせに対応

するため、推薦代表者を定めなければならない。 

４ 前項の推薦代表者は、提出した書類について責任を負う。 

（第１次学長候補者リストの作成） 

第４条 学長選考・監察会議は、前条により推薦された第１次学長候補者について、リスト作成上の

事務的な書類審査を行い、第１次学長候補者リストを作成する。 

（第１次学長候補者の推薦書及び推薦人名簿の公開） 

第５条 学長選考・監察会議は、前条により作成されたリストと推薦人から提出された推薦書及び推

薦人名簿を学内に公表する。 

（ヒアリング）

第６条 学長選考・監察会議は、第１次学長候補者に、学長選考・監察会議が定める様式により、大

学運営の考え方等についての文書の提出を求める。 

２ 学長選考・監察会議は、第１次学長候補者に対して、ヒアリングを実施することができる。 



３ 前項のヒアリングは、学長選考・監察会議委員が第１項の文書に基づき、第１次学長候補者に対

する質疑形式で実施し、非公開で行う。 

（第２次学長候補者の選考） 

第７条 規則第５条の選考は、合議により行う。ただし、合議により第２次学長候補者を決定するこ

とができなかったときは、委員による投票を行い得票順に候補者を決定することができる。 

（学長予定者の選考） 

第８条 規則第７条第２項の投票は、委員による単記無記名投票を行い、全委員の過半数を得た者を

学長予定者として決定する。この場合において、過半数を得た者がいないときは、得票多数の者上

位２人について、再度、単記無記名投票を行い、全委員の過半数を得た者を学長予定者として決定

する。 

（投票の実施及び管理） 

第９条 規則第９条に規定する意向聴取手続きとしての投票の実施及び管理は、教育研究評議会から

選出された委員が行い、その結果を学長選考・監察会議に報告する。 

（投票有資格者の確定） 

第10条 学長選考・監察会議は、第２次学長候補者の公示日をもって投票有資格者を確定し、有権者

名簿を作成する。 

２ 公示日から投票日（複数日を設ける場合はその初日。以下同じ。）までに採用された者は、投票

有資格者とし、有権者名簿に加える。 

（公開質疑） 

第11条 学長選考・監察会議は、第２次学長候補者が所信を表明する機会（以下「公開質疑」とい

う。）を設ける。 

２ 公開質疑の実施に際しては、第２次学長候補者が規則第５条第２項第１号に基づき提出した大学

運営の考え方等についての文書を公表する。 

３ 公開質疑には、規則第10条第１項各号に掲げる者が参加し、第２次学長候補者に対して、質疑を

行うことができる。 

４ 公開質疑は、規則第13条に規定する投票日の７日前までに実施する。 

（投票の方法） 

第12条 学長選考意向投票は、学長選考・監察会議が定める日において行う。 

２ 学長選考意向投票は、学長選考・監察会議が定める方式において行う。 

附 則 

この細則は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成26年３月19日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、令和３年１月22日から施行する。 

附 則 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 



推      薦 書 

学長選考・監察会議議長 殿 

学長候補者として下記の者を推薦します。 

年  月  日  

推薦代表者 

（職） 

（氏名） 印  

フリガナ

氏 名

（年齢） （  歳） 

現 職 

最 終 学 歴       

主 な 職 歴       

主 な 業 績       

推 薦 理 由       

（注）年齢は、 年  月現在 

〔別記様式第１号〕



学 長 候 補 者 推 薦 人 名 簿                

（職） （氏名） （職） （氏名） 

（注）推薦人が10名を超える場合は、行を追加しても差し支えない。 

〔別記様式第２号〕



学長選考・監察会議議長 殿 

同 意 書 

私は、下記について同意いたします。 

※本同意書提出後は、第１次学長候補者を辞退することはできない。

記 

１．学長候補者となること。 

２．次に掲げる必要書類を提出すること。 

一 学長選考・監察会議が定める様式により、大学運営の考え方等について
　の文書 

二 履歴書 

３．第２次学長候補者に選考された場合は、公開質疑に出席すること。 

以上 

年  月  日 

（氏名） 印 

〔別記様式第３号〕



履 歴 書 

履 歴 書 

フリガナ

氏 名 
男女 

生 年 月 日 

（年齢） 

年 月 日 

（満  歳） 

国 籍 
現住所 〒 

学  歴 

年 月 事  項 

年 月 

年 月 

年 月 

年 月 

年 月 

大学 学部 学科 卒業 

職  歴 

年 月 事  項 

年 月 

年 月 

年 月 

年 月 

年 月 

社会における活動等 

年 月 事  項 

年 月 

年 月 

年 月 

年 月 

年 月 

賞  罰 

年 月 事  項 

その他特記事項 

上記のとおり相違ありません。 

年  月  日 

氏名        印 

〔別記様式第４号〕
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